
沖縄県個人情報保護審査会答申第68号～第79号 概要

①件 名 要配慮個人情報の収集に関する例外事項について

②諮 問 機 関 知事 （答申第68号） 労働委員会 （答申第74号）

教育委員会 （答申第69号） 収用委員会 （答申第75号）

警察本部長 （答申第70号） 海区漁業調整委員会 （答申第76号）

選挙管理委員会（答申第71号） 内水面漁場管理委員会（答申第77号）

監査委員 （答申第72号） 企業局長 （答申第78号）

人事委員会 （答申第73号） 病院事業局長 （答申第79号）

③諮 問 理 由 沖縄県個人情報保護条例第７条第２項に規定する要配慮個人情報の収集禁

止について、事務上必要な情報については例外的に収集する必要があること

から、個人情報取扱事務及び収集する要配慮個人情報の種類について、沖縄

県個人情報保護審査会の意見を聴く必要がある。

④諮 問 年 月 日 知事 （平成31年３月29日 沖縄県諮問総第８号）

教育委員会 （平成31年２月21日 沖縄県教育委員会諮問第３号）

警察本部長 （平成31年３月５日 沖広相第993号）

選挙管理委員会 （平成31年２月21日 沖選管第766号）

監査委員 （平成31年２月21日 監第863号）

人事委員会 （平成31年２月21日 人委第564号）

労働委員会 （平成31年２月27日 沖労委第498号）

収用委員会 （平成31年２月25日 沖収委第258号）

海区漁業調整委員会 （平成31年２月18日 漁調委第145号）

内水面漁場管理委員会（令和元年５月８日 内水委第15号）

企業局長 （平成31年２月21日 企業総第1639号）

病院事業局長 （平成31年２月21日 病総第484号）

⑤答 申 年 月 日 令和元年７月１日

⑥答 申 内 容 ○審査会の結論

１ 要配慮個人情報の収集に関する例外事項について

「共通事務」（別紙１）又は「個別事務」（別紙２）に該当する場合は、

例外的に収集することができるものと認める。

なお、共通事務への該当性の判断に当たっては、要配慮個人情報の収

集制限の趣旨を踏まえ、実施機関において、収集する要配慮個人情報の

内容や必要性を十分に検討し厳格に判断すること。

また、共通事務のうち、どの項目に該当するか判断が困難な場合には、

審査会と協議する等適切な対応を図ること。

２ 例外事項を認めるに当たっての留意事項

⑴ 個別事案が類型に該当するかどうかの判断に当たっては、常に個人

の権利利益の侵害の防止に留意し、安易に類型の対象とすることがな

いよう慎重な対応を心掛けること。

⑵ 要配慮個人情報のうち、とりわけ、人種、信条、社会的身分に関す

る情報については、収集の必要性等について熟慮した上で判断するこ

と。



（別紙１）

要配慮個人情報の収集禁止規定の適用を除外する事務の類型

【共通事務】

相談等関係事
務

　県民等からの相談、
苦情、陳情、要望、提
言、意見等の中で、相
談者等が提供する要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　県民等からの相談、苦情、陳情、要望、提言、意
見等があった場合、その内容に要配慮個人情報が含
まれる場合において、実施機関としては、当該相談
等の趣旨を十分に理解し、適切に対応するために
は、事務の目的の範囲内でこれらの個人情報を収集
する必要がある。
　また、相談等による情報は、相談者等の自由な意
志により一方的に提供されるものもあり、実施機関
としては、その性質上、収集の選択の余地がない。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の相談等関係事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、人種、信条及び社会的
身分に関する要配慮個人情報については、収集の必
要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

募集、届出等
関係事務

　募集、試験、申請、
届出等を行う事務の中
で、応募作品、願書、
履歴書、申請書等に含
まれる要配慮個人情報
を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　各種の募集、試験、申請、届出、登録、指定、認
定、許可、承認等における応募作品、願書、履歴
書、申請書等の中に、要配慮個人情報が含まれる場
合において、事務の目的の範囲内でこれらの個人情
報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の募集、届出等関係事務の目的や内容
を十分に精査し、事務の目的を達成するために必要
だと認めたものに限る。とりわけ、信条及び社会的
身分に関する要配慮個人情報については、収集の必
要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

栄典、表彰選
考事務

　栄典、表彰等を行う
事務の中で、被表彰
者、候補者等の要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　栄典、表彰等を行う場合において、犯罪歴のある
者が当該栄典、表彰等の候補者や被表彰者となるこ
とは、社会通念上、そぐわないことから、選考事務
を行う上で犯罪歴の有無を確認する必要がある。
　また、栄典、表彰等の中には、その趣旨・目的や
性質上、候補者の要配慮個人情報を確認する必要が
あるものがある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の栄典、表彰選考事務の目的や内容を
十分に精査し、事務の目的を達成するために必要だ
と認めたものに限る。とりわけ、人種、信条及び社
会的身分に関する要配慮個人情報については、収集
の必要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

海外研修者等
受入事務

　海外からの研修員、
職員及び来訪者等の受
入れを行う事務におい
て、適格性の判断や生
活習慣の違いに適切に
対応し、滞在中の生活
に支障を来さないよう
にするため、要配慮個
人情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　海外からの研修員、職員、来訪者等を受け入れる
に当たっては、適格性の判断や食事の制限及び生活
習慣の違い等を的確に把握し、当該研修員等の滞在
中の適切な対応を図るため、本人の要配慮個人情報
を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の海外研修者等受入事務の目的や内容
を十分に精査し、事務の目的を達成するために必要
だと認めたものに限る。とりわけ、信条に関する要
配慮個人情報については、収集の必要性等について
熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

1

2

3

4

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

1／7



（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

刊行物等掲載
情報収集事務

　刊行物等で一般に入
手し得るものから要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　新聞や書籍等の刊行物（電磁的記録を含む。）、
又はインターネット上に掲載され、公にされている
情報は、不特定多数の者に公表され誰もが知り得る
状態にあることから、これらの個人情報を事務の目
的の範囲内で必要最小限で収集する限りにおいて、
個人情報保護上の問題は起こらないと考えられる。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の事務の目的や内容を十分に精査し、
事務の目的を達成するために刊行物等からの収集が
必要だと認めたものに限る。とりわけ、人種、信条
及び社会的身分に関する要配慮個人情報について
は、収集の必要性等について熟慮した上で判断する
こと。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

用地取得等関
係事務

　土地、家屋等を取得
する際の、墳墓、神
社、仏閣、教会等の宗
教施設の改葬、移転の
費用や供養、祭礼の費
用の補償を適切に行う
ため、また、損失補償
額の算定に際して、要
配慮個人情報を収集す
る事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　公共事業等において土地や家屋等を取得する場
合、墳墓や神社、仏閣、教会等の宗教施設の改葬、
移転が必要となるとき、その改葬、移転の費用や供
養、祭礼に要する費用の補償額の算定のため、土地
や家屋等の所有者の宗教に関する個人情報を収集す
ることがある。
　また、損失補償の算定等を行う場合、所有者等に
関する要配慮個人情報を収集することがある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の用地取得等関係事務の目的や内容を
十分に精査し、事務の目的を達成するために必要だ
と認めたものに限る。とりわけ、人種、信条及び社
会的身分に関する要配慮個人情報については、収集
の必要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

議員等対応事
務

　議員や選挙立候補者
における政党名、会派
名、政治理念等の思想
及び信条並びに犯罪歴
に関する要配慮個人情
報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　実施機関は、地方自治法の定める事務を適正に執
行するため、議会に対する対応等の中で、事務の目
的の範囲内で議員の所属政党名、会派名、政治理念
等の思想・信条に関する個人情報を収集することが
ある。
　また、首長及び議員等選挙において、立候補者の
被選挙権確認のため、犯罪歴を収集することがあ
る。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の議員等対応事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、信条に関する要配慮個
人情報については、収集の必要性等について熟慮し
た上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

診療等関係事
務

　病院、保健所等の機
関において、診療、予
防行為、治験等を的確
に行うために、要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　医療機関や保健所等において、患者や受診者等の
病状等に合わせて的確な医療行為や予防等のための
行為又は治験等を行うためには、当該患者等の生活
観や人生観、宗教及び病歴等に関する個人情報を収
集する必要があるほか、生活歴等過去の経歴を聴取
する中で、犯罪歴等の要配慮個人情報の収集が必要
な場合がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の診療等関係事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、信条に関する要配慮個
人情報については、収集の必要性等について熟慮し
た上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

7

8

5

6
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（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

職員の人事管
理関係事務

　公務に従事する職員
等の任免等を行う事務
の中で、要配慮個人情
報を収集するとき。

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　公務に従事する職員等の任免、配置、処分等を行
う事務においては、任免・処分に当たっての適格性
の審査及び免職等の処分に当たって事案に応じた的
確な処理を行うため、本人等の要配慮個人情報を収
集する必要がある。
　また、配属・配置、給与・報酬及び各種手当支給
等に関する事務を行うにあたり、支給要件に合致す
るかを判定するため、要配慮個人情報を収集する必
要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の職員の人事管理関係事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。とりわけ、人種、信条及
び社会的身分に関する要配慮個人情報については、
収集の必要性等について熟慮した上で判断するこ
と。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

争訟等関係事
務

　争訟、審査請求、裁
決、仲裁、あっせん、
裁定等に関する事務に
おいて、要配慮個人情
報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　争訟、審査請求、裁決、仲裁、あっせん、裁定、
措置要求、鑑定、調査、協議等に関する事務の中
で、当事者や関係者の要配慮情報を収集することが
ある。
　また、実施機関の意思にかかわらず、相手方から
の一方的な意思により提供されるものもあり、実施
機関としては、その性質上、収集の選択の余地がな
い。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の争訟等関係事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、人種、信条及び社会的
身分に関する要配慮個人情報については、収集の必
要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

講師等選任事
務

　講演会、研修会等の
講師、指導者等を選任
する事務において、候
補者の要配慮個人情報
を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　講演会、研修会等の講師や指導者等の適任者を選
任するため、候補者の要配慮個人情報を収集するこ
とがある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の講師等選任事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、信条に関する要配慮個
人情報については、収集の必要性等について熟慮し
た上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

試験実施事務 　試験、選抜、適正検
査等を実施するに当
たって、要配慮個人情
報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　各種試験、選抜、適正検査等を実施するに当た
り、試験等の受験資格適格性の判断や受験者に対す
る適切な配慮を行うため、要配慮個人情報を収集す
る必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の試験実施事務の目的や内容を十分に
精査し、事務の目的を達成するために必要だと認め
たものに限る。とりわけ、人種、信条及び社会的身
分に関する要配慮個人情報については、収集の必要
性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

警察官等採用
事務

　警察官及び警察職員
の採用に当たって、試
験や選考を実施する際
に要配慮個人情報を収
集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　警察官採用試験の種目として、健康状態について
の医学的検査、色覚その他の身体的状態についての
測定等を行うため、受験者の要配慮個人情報を収集
する必要がある。
　また、警察職員採用において、病歴等の要配慮個
人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、警察官等採用事務の目的や内容を十分に精
査し、事務の目的を達成するために必要だと認めた
ものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

9

10

11

12

13
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（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

障害者を対象
とした職員採
用関係事務

　障害者を対象とする
職員採用試験及び人事
配置に当たって、要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　障害者を対象とする職員採用試験において、受験
資格を確認するため、要配慮個人情報を収集する必
要がある。
　また、職場で働くに当たっての支障を改善するた
めの措置等を検討するため、要配慮個人情報を収集
する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の障害者を対象とした職員採用関係事
務の目的や内容を十分に精査し、事務の目的を達成
するために必要だと認めたものに限る。とりわけ、
信条に関する要配慮個人情報については、収集の必
要性等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

職員の健康管
理事務

　職員の健康管理を行
うに当たって、要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　職員への助言・指導や職場での適切な措置を通じ
て職員の健康管理を図るため、要配慮個人情報を収
集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の職員の健康管理事務の目的や内容を
十分に精査し、事務の目的を達成するために必要だ
と認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

税の減免事務 　税や使用料等の減免
を行うに当たって、要
配慮個人情報を収集す
る事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　税や使用料等の減免の対象者かどうかを確認する
ため、要配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の税の減免事務の目的や内容を十分に
精査し、事務の目的を達成するために必要だと認め
たものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

旅行を伴う行
事関係事務

　旅行を伴う行事を行
うに当たって、要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　全国式典や海外研修など、旅行を伴う行事への参
加の可否を判断するため、要配慮個人情報を収集す
る必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の旅行を伴う行事関係事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。とりわけ、信条に関する
要配慮個人情報については、収集の必要性等につい
て熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

イベント等開
催関係事務

　イベント等を開催す
るに当たって、要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　イベント、研修講座、講演会等を開催するに当た
り、講師、参加者等の関係者に適切な配慮を行うた
め、要配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々のイベント等開催関係事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

17

14

15

16

18

4／7



（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

疾病等支援対
策事業関係事
務

　疾病等の支援、調査
研究及び治療等を行う
に当たって、要配慮個
人情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　特定の疾病、障害、がん等を有する者に対して、
検査、治療費助成、サービス等の支援を行うため、
要配慮個人情報を収集する必要がある。
　また、特定疾病等の調査研究及び治療等を行うた
め、要配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の疾病等支援対策事業関係事務の目的
や内容を十分に精査し、事務の目的を達成するため
に必要だと認めたものに限る。とりわけ、信条に関
する要配慮個人情報については、収集の必要性等に
ついて熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

債権回収事務 　資金貸付等に係る債
権回収や過誤払国庫
金、診療報酬等の回収
等を行うに当たって、
要配慮個人情報を収集
する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　資金貸付等に係る債権回収や過誤払国庫金、診療
報酬等の回収等の可否等を判断するため、債権者又
は連帯保証人等の要配慮個人情報を収集する必要が
ある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の債権回収事務の目的や内容を十分に
精査し、事務の目的を達成するために必要だと認め
たものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

補助金、給付
金等関係事務

　補助金、給付金等の
交付や貸付等に当たっ
て、要配慮個人情報を
収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　補助金、特別弔慰金、特別給付金、住居確保給付
金、貸付金等の交付要件に該当するかを判断するた
め、要配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の補助金、給付金等関係事務の目的や
内容を十分に精査し、事務の目的を達成するために
必要だと認めたものに限る。とりわけ、社会的身分
に関する要配慮個人情報については、収集の必要性
等について熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

教育・指導等
関係事務

　教育・指導等を行う
に当たって、要配慮個
人情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　県立中学校、県立高校、県立特別支援学校、県立
大学及び社会教育施設において、入学者の決定、指
導、研修、健康管理等を適切に行うため、要配慮個
人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の教育・指導等関係事務の目的や内容
を十分に精査し、事務の目的を達成するために必要
だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

奨学金等関係
事務

　奨学給付金・各種奨
学金の支給、授業料の
減免等に当たって、要
配慮個人情報を収集す
る事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　奨学給付金・各種奨学金の支給要件、現物給付及
び授業料減免等の要件に該当するかどうかを判断す
るため、要配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の奨学金等関係事務の目的や内容を十
分に精査し、事務の目的を達成するために必要だと
認めたものに限る。とりわけ、社会的身分に関する
要配慮個人情報については、収集の必要性等につい
て熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

23

19

20

21

22
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（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

障害者関連行
事関係事務

　障害者を対象とする
大会等の行事への参加
者募集に当たって、要
配慮個人情報を収集す
る事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　障害者を対象とする大会等の行事への参加の可否
等を判断するため、要配慮個人情報を収集する必要
がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の障害者関連行事関係事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

職業訓練・研
修等関係事務

　職業訓練・研修等を
行うに当たって、要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　公共職業能力開発施設、消防学校等において、生
徒の入校・退校に関する事務、健康管理、訓練中の
手当支給等を適切に行うため、要配慮個人情報を収
集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の職業訓練・研修等関係事務の目的や
内容を十分に精査し、事務の目的を達成するために
必要だと認めたものに限る。とりわけ、信条に関す
る要配慮個人情報については、収集の必要性等につ
いて熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

行政指導、行
政処分等関係
事務

　法令違反を行ってい
る事業者等に対し、行
政指導、行政処分等を
行うに当たって、要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　法令違反を行っている事業者等に対し、行政指
導、行政処分等を行うにあたり、要配慮個人情報を
収集する必要がある場合がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の行政指導、行政処分等関係事務の目
的や内容を十分に精査し、事務の目的を達成するた
めに必要だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

生活保護、生
活支援等関係
事務

　生活保護や生活支援
サービス等の決定等に
当たって、要配慮個人
情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　生活保護の決定をはじめ、診療報酬額決定や監
査、自立生活支援サービスの提供など、生活保護や
生活支援に関する事務を行うため、要配慮個人情報
を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の生活保護、生活支援等関係事務の目
的や内容を十分に精査し、事務の目的を達成するた
めに必要だと認めたものに限る。とりわけ、信条及
び社会的身分に関する要配慮個人情報については、
収集の必要性等について熟慮した上で判断するこ
と。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

県営住宅関係
事務

　県営住宅の家賃等を
決定するに当たって、
要配慮個人情報を収集
する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　県営住宅の家賃、駐車場利用料等を決定するた
め、入居者の要配慮個人情報を収集する必要があ
る。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の県営住宅関係事務の目的や内容を十
分に精査し、事務の目的を達成するために必要だと
認めたものに限る。とりわけ、社会的身分に関する
要配慮個人情報については、収集の必要性等につい
て熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

24

25

26

27

28
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（別紙１）

【共通事務】

対象実施機関№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

人命救助活動
事務

　水難、山岳遭難その
他の事故における捜索
及び救助活動並びに行
方不明者の発見活動を
行うに当たって、要配
慮個人情報を収集する
事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　遭難者や行方不明者の早期発見、特定等のため、
要配慮個人情報を収集する場合がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の人命救助活動事務の目的や内容を十
分に精査し、事務の目的を達成するために必要だと
認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

29

≪収集する要配慮個人情報（条文上の記述）≫

①人種

②信条

③社会的身分

④病歴

⑤犯罪の経歴

⑥犯罪により害を被った事実

⑦身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成29年総務省令第19号）第５条各号に掲げる心身の機能

の障害があること。

⑧本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者

（次号において「医師等」という。）により行われた疾病の

予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号にお

いて「健康診断等」という。）の結果

⑨健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の

変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の

改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

⑩本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾

留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われた

こと。

⑪本人を少年法（昭和23年法律第168号）第３条第１項に規定

する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、

審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行わ

れたこと。

≪対象実施機関（条文上の名称）≫

1  知事

2  教育委員会

3  公安委員会

4  警察本部長

5  選挙管理委員会

6  監査委員

7  人事委員会

8  労働委員会

9  収用委員会

10 海区漁業調整委員会

11 内水面漁場管理委員会

12 公営企業の管理者

13 病院事業の管理者
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（別紙２）

要配慮個人情報の収集禁止規定の適用を除外する事務の類型

【個別事務】

所有者不明土
地実態調査

　所有者不明土地の現
況把握等を目的とした
測量等調査のほか、真
の所有者に繋がる情報
を得ることを目的とし
た隣接地主等への情報
聴取等（所有者探索調
査）を行うに当たっ
て、要配慮個人情報を
収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　隣接地主等への情報聴取等（所有者探索調査）を
行う際、聴取対象者が不在等の場合、聴取できない
理由として、病院へ入院している若しくは高齢者施
設等へ入所している等の要配慮個人情報を収集する
必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、所有者不明土地実態調査の目的や内容を十
分に精査し、事務の目的を達成するために必要だと
認めたものに限る。

1  知事
（管財課）
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

児童養護に関
する事務

　入所児童の養護に必
要な情報の把握及び入
所児童の措置変更等に
必要な情報の提供を行
うに当たって、要配慮
個人情報を収集する事
務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　措置入所する児童について、措置権者である児童
相談所等から養護に必要な情報の提供を受けるとと
もに、ケース記録、健康診断の結果、心理学的及び
医学的審査の結果、自立支援計画を作成・保管する
にあたって要配慮個人情報の収集が必要な場合があ
る。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、児童養護に関する事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。とりわけ、信条及び社会的身分に
関する要配慮個人情報については、収集の必要性等
について熟慮した上で判断すること。

1  知事
（若夏学院）
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

建設工事入札
参加資格審査
事務

　沖縄県の競争入札に
参加するために必要な
資格や経営規模につい
て審査を行い、総合点
数を算定して、それに
基づき競争入札参加希
望者の格付けを行うに
当たって、要配慮個人
情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　障害者を雇用している業者に対して加点を行う
が、法定雇用義務がない業者の場合、障害者手帳の
写しにより雇用状況を確認しなければならない。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、建設工事入札参加資格審査事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。

1  知事
（各土木事務所）
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

32

33

1  知事
（青少年･子ども家庭
課）
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由

里親登録事務 　児童福祉法第34条の
19の規定に基づく養育
里親名簿及び養子縁組
里親名簿を作成するに
当たって、要配慮個人
情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　里親が被虐待児童を養育していく中で不適切な養
育となってしまわないよう、適切な里親支援に繋げ
られるよう、できるだけ早い段階で、里親の詳しい
状況把握は必要となっている。
　また、里親委託後も児童と実親との家族再統合に
向けた継続的支援は続けられており、宗教等、実親
と里親間での養育上のトラブルを避けるためも里親
の実状把握と実親への配慮は必要である。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、里親登録事務の目的や内容を十分に精査
し、事務の目的を達成するために必要だと認めたも
のに限る。とりわけ、信条に関する要配慮個人情報
については、収集の必要性等について熟慮した上で
判断すること。

対象実施機関

30

31
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（別紙２）

【個別事務】

№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由
対象実施機関

教育実習生等
受入事務

　教育実習生等各種実
習生の受け入れを行う
に当たって、要配慮個
人情報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　教育実習生等の受け入れの可否判断に当たって、
現在の健康状態等を考慮する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、教育実習生等受入事務の目的や内容を十分
に精査し、事務の目的を達成するために必要だと認
めたものに限る。

1  知事
2  教育
（県立学校教育課）
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

障害者等サー
ビス利用登録
事務

　活字による読書が困
難な者に対し、読書支
援機器等を貸出する
サービスや図書館への
来館困難者に対し、資
料の貸出・返却の郵送
サービスを行うに当
たって、要配慮個人情
報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　活字による読書が困難な者等に対する読書支援機
等の貸出や図書館への来館が困難な障害者等を対象
としているため、障害の状況等を収集する必要があ
る。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、障害者等サービス利用登録事務の目的や内
容を十分に精査し、事務の目的を達成するために必
要だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
（県立図書館）
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

被害者支援関
係事務

　事件事故の被害者等
に対し、ニーズに対応
した支援活動や、再被
害防止活動を行うに当
たって、要配慮個人情
報を収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　被害者等の心情や社会経済的な生活に適切な配慮
した被害者支援活動や、被害者が再び被害に遭わな
いための活動等を行うため、要配慮個人情報を収集
する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、個々の被害者支援関係事務の目的や内容を
十分に精査し、事務の目的を達成するために必要だ
と認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
（広報相談課）
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

保護取扱事務 　受傷、他害、犯罪被
害を防止するため、保
護を必要とする者を保
護するに当たって、要
配慮個人情報を収集す
る事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条
に基づき、精神障害のため自傷他害のおそれがある
と認める者として都道府県知事への通報が規定され
ており、精神錯乱者等を保護した場合、適切に精神
保健医療につなげるため、事務目的の範囲内で、要
配慮個人情報を収集する必要がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、保護取扱事務の目的や内容を十分に精査
し、事務の目的を達成するために必要だと認めたも
のに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
（生活安全企画課）
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

障害者虐待関
係事務

　虐待を受けた障害者
を早期に発見し、安全
を確保するに当たっ
て、要配慮個人情報を
収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援
に関する法律第７条、第16条、第22条において、虐
待事案発見時の市町村通報が規定されており、事務
目的の範囲内で、要配慮個人情報を収集する必要が
ある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、障害者虐待関係事務の目的や内容を十分に
精査し、事務の目的を達成するために必要だと認め
たものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
（生活安全企画課）
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

37

38

34

35

36
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（別紙２）

【個別事務】

№ 類型 内容
収集する

要配慮個人情報
収集の制限事項に係る要配慮個人情報の

収集を認める理由
対象実施機関

少年の立ち直
り支援関係事
務

　非行少年等の居場所
づくりや立ち直り支援
を図るため、関係機
関・団体が連携した活
動を行うに当たって、
要配慮個人情報を収集
する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　少年の特性に配慮した立ち直り支援を行うため
に、要配慮個人情報を収集する場合がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、少年の立ち直り支援関係事務の目的や内容
を十分に精査し、事務の目的を達成するために必要
だと認めたものに限る。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
（少年課）
5  選挙
6  監査
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

監査等事務 　監査等を実施する中
で、要配慮個人情報を
収集する事務

 ①人種
 ②信条
 ③社会的身分
 ④病歴
 ⑤犯罪歴
 ⑥犯罪被害歴
 ⑦心身機能障害
 ⑧健康診断等結果
 ⑨指導診療調剤
 ⑩刑事事件
 ⑪少年保護事件

　監査や監査請求に係る監査事務等を実施する中
で、要配慮個人情報を収集する場合がある。
　ただし、収集する要配慮個人情報は、実施機関に
おいて、監査等事務の目的や内容を十分に精査し、
事務の目的を達成するために必要だと認めたものに
限る。とりわけ、人種、信条及び社会的身分に関す
る要配慮個人情報については、収集の必要性等につ
いて熟慮した上で判断すること。

1  知事
2  教育
3  公安
4  警察
5  選挙
6  監査
（監査課）
7  人事
8  労働
9  収用
10 海区
11 内水
12 企業
13 病院

39

40

≪収集する要配慮個人情報（条文上の記述）≫

①人種

②信条

③社会的身分

④病歴

⑤犯罪の経歴

⑥犯罪により害を被った事実

⑦身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成29年総務省令第19号）第５条各号に掲げる心身の機能

の障害があること。

⑧本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者

（次号において「医師等」という。）により行われた疾病の

予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号にお

いて「健康診断等」という。）の結果

⑨健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の

変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の

改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

⑩本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾

留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われた

こと。

⑪本人を少年法（昭和23年法律第168号）第３条第１項に規定

する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、

審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行わ

≪対象実施機関（条文上の名称）≫

1  知事

2  教育委員会

3  公安委員会

4  警察本部長

5  選挙管理委員会

6  監査委員

7  人事委員会

8  労働委員会

9  収用委員会

10 海区漁業調整委員会

11 内水面漁場管理委員会

12 公営企業の管理者
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要配慮個人情報の収集禁止に関する例外事項　一覧表

1 相談等関係事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 募集、届出等関係事務 ○ ○ ○ ○ ○

3 栄典、表彰選考事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 海外研修者等受入事務 ○ ○

5 刊行物等掲載情報収集事務 ○ ○ ○ ○ ○

6 用地取得等関係事務 ○ ○ ○

7 議員等対応事務 ○ ○ ○ ○ ○

8 診療等関係事務 ○ ○

9 職員の人事管理関係事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 争訟等関係事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 講師等選任事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 試験実施事務 ○ ○ ○ ○ ○

13 警察官等採用事務 ○ ○

14 障害者を対象とした職員採用関係事務 ○ ○

15 職員の健康管理事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 税の減免事務 ○

17 旅行を伴う行事関係事務 ○ ○

18 イベント等開催関係事務 ○ ○ ○

19 疾病等支援対策事業関係事務 ○ ○

20 債権回収事務 ○ ○

21 補助金、給付金等関係事務 ○ ○

22 教育・指導等関係事務 ○ ○

23 奨学金等関係事務 ○ ○

24 障害者関連行事関係事務 ○

25 職業訓練・研修等関係事務 ○

26 行政指導、行政処分等関係事務 ○ ○

27 生活保護、生活支援等関係事務 ○

28 県営住宅関係事務 ○

29 人命救助活動事務 ○

30 所有者不明土地実態調査 ○

31 里親登録事務 ○

32 児童養護に関する事務 ○

33 建設工事入札参加資格審査事務 ○

34 教育実習生等受入事務 ○

35 障害者等サービス利用登録事務 ○

36 被害者支援関係事務 ○

37 保護取扱事務 ○

38 障害者虐待関係事務 ○

39 少年の立ち直り支援関係事務 ○

40 監査等事務 ○

病院事業の
管理者

公営企業の
管理者

内水面漁場
管理委員会

海区漁業調
整委員会

収用委員会労働委員会

個
別
事
務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施機関
　類型

知事 人事委員会監査委員
選挙管理
委員会

警察本部長公安委員会教育委員会

共
通
事
務


